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知内町下水道事業経営戦略 

 

 

 

団 体 名：知内町           

事 業 名：公共下水道事業       

策 定 日：令和３年３月        

計画期間：令和２年度～令和１１年度  

 

 

１ 事業概要                                         

（１） 事業の現況 

①施  設 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

平成 12 年度 

（共用開始後 20 年） 

法適（全部適用・

一部適用） 

非適の区分 

法非適 

（令和 5 年 4 月 1 日適用予定） 

処理区域内人口密度 13.44 人/ha 
流域下水道等への

接続の有無 
無 

処理区数 １処理区 

処理場数 １処理場（知内町クリーンセンター） 

広域化・共同化・最適化 

実施状況*1 

・地域特性に応じて、下水道計画に基づく特環下水道事業と湯ノ里地区

においては農業集落排水施設整備事業を実施しています。 

・また、事業の効率性等により計画区域外となっている地域は浄化槽の

設置へ補助金を交付し、設置の促進を図っています。 

 

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含

む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管

理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条

件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指

す。 
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②使 用 料 

 

用 途 基本料金（1 ヶ月） 超過料金 

一般用 
８㎥まで 

１，１８１円 
１㎥につき 

１０５円 

臨時用 ３，８１０円 ２８６円 

 

 

 

 

 

 

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。 

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭

用のみでなく業務用を含む）をいう。 

 

 

③組  織 

 

組織体制 職 名 職員数 年齢構成 備考 

建設水道課 

課 長 １名 ５０歳代  

技術係長 １名 ５０歳代 特別会計負担職員 

技術係 １名 ６０歳代 再任用職員 

事務係長 １名 ４０歳代  

事務係 １名 ６０歳代 再任用職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例上の使用料*2 

（２０㎥あたり） 

平成２９年度 2,685 円 
実質的な使用料*3 

（２０㎥あたり） 

平成２９年度 2,786 円 

平成３０年度 2,685 円 平成３０年度 2,709 円 

平成３１年度 2,685 円 平成３１年度 2,736 円 

本町の下水道料金体系は上記のとおりです。 

 料金体系は一般と臨時の２種類とし、基本汚水量に対する使用料（基本料金）と超過汚水量に対す

る使用料（超過料金）を設定しています。 

 

 知内町下水道事業の職員数は、建設水道課長の下、技術系職員２名（内再任用１名）、事務系職員

２名（内再任用１名）の計５名で水道事業及び農業集落排水施設整備事業と兼任しながら業務を行

っておりますが、下水道事業特別会計に属する特別会計負担職員は技術係長１名となっております。 

 職員の年齢構成は、５０歳以上の職員が大半を占めており高齢化が進んでいます。特に技術系職

員の技術継承のための計画的な職員採用が必要となっています。 
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（２）民間活力の活用等 

 

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)

を用いた収入増につながる取組を指す。 

*5 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増に

つながる取組を指す（単純な売却は除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

民間活用の状況 

ア 民間委託（包括的

民間委託を含む） 

知内町クリーンセンターの運転維持管理及び町内各

所のマンホールポンプの管理を民間委託し、維持管理の

効率化を図っています。引き続き、維持管理費の見直し

や業務の効率化のため、可能な分野については民間委託

の活用を図っていく方針です。 

イ 指定管理者制度 
指定管理者制度活用の可能性を調査し、その結果を踏

まえて適用の可否を検討していきます。 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 
本町汚水処理の広域化・共同化の可能性を調査し、そ

の結果を踏まえて適用の可否を検討していきます。 

資産活用の状況 

ア  エ ネ ル ギ ー 利 用

（下水熱・下水汚泥・発

電等） *4 

下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる

資源(資産を含む)の有効活用について、調査していきま

す。 

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の

活用等） *5 

土地・施設等を利用した収入増につながる取組につい

て、調査していきます。 
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（３）経営比較分析表を活用した現状分析 
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２．経営の基本方針 

 

本町の豊かな川、海の水環境を守り、快適な生活環境を確保するため、平成８年度から着手した公

共下水道事業の整備は平成１９年度に工事が完了し、整備計画の全区域が供用開始されています。 

 整備された公共下水道処理場等の各施設については、常に適正な管理に努め、施設の維持保全を図

るとともに、供用開始より２０年が経過し、施設機器・設備の劣化状況、耐用年数等を精査し修理・

更新による長寿命化を図ります。 

 また、公共下水道の接続率（世帯）は、令和元年度末で７０％となっていることから、今後も接続

率の向上に向けた取り組みが必要となっています。 

 さらに、安定的に住民サービスを提供するにあたり、経営・資産の正確な把握による経営管理の向

上と経営状態の透明性確保のため、公営企業会計の適用を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①下水道施設の適切な維持管理

•町内の環境改善に大きく寄与している公共下水道の整備については、「知内町まちづくり総合

計画」に基づき、適切な維持管理に努めます。

②水洗化の促進

•普及促進については、未接続世帯の調査を実施し対策の検討・推進を図ります。

③公営企業会計の適用

•公共下水道事業会計の公営企業会計への移行を進め、よりきめ細かな経営分析を基に下水道事

業の経営基盤強化を図ります。
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３．将来の事業環境 

（１） 水洗化人口の予測 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）有収水量の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２０年度から令和元年度までの各種人口の実績値と、令和２年度から令和２７年度までは国

立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を利用して水洗化人口を推計しグラフにしました。水

洗化人口は、近年の実績値では人口減少と新規接続の増減で横ばい傾向となっていますが、下水道

の接続が頭打ちとなる推計値では区域内人口の減少に連れて、毎年４０人前後が減少すると推計し

ています。 

 平成２４年度から令和元年度までの有収水量と使用料収入の実績値です。令和２年度以降は、今

後の有収水量の推計値です。 

 水洗化人口の減少に伴い、有収水量が減少傾向にあります。それに伴い、使用料収入も減少してい

くことが見込まれます。事業運営に必要な経費を確保するため、定期的な下水道料金の改定を検討

する必要があります。 
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４．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収益的収支、資本的収支） 

 

別紙１のとおり 

 

（２） 投資・財政計画（収益的収支、資本的収支）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

■投資の内容 

・当町の下水道普及状況は平成１３年３月の供用開始以来、令和元年度末で下水道普及率７

０％、水洗化率７３％の整備状況となっています 

・平成２６年度から平成３０年度にかけて、１系列電気計装設備及びマンホールポンプの長

寿命化工事に約 90,000 千円を投資し、更新を行っております。 

・平成３０年度から全体計画の見直し及び事業計画の更新、各施設の点検調査を実施し、ス

トックマネジメント計画を策定しています。 

・ストックマネジメント計画に基づき、令和３年度から令和７年度の間に２系列電気計装及

び機械設備の更新を計画しています。令和８年度以降については、適宜、更新計画の策定

更新を行っていきます。 

・今後、計画に基づく投資を基本として、施設の持続的な機能確保及びライフサイクルコス

トの低減を図るとともに、財政状況も勘案し、投資額の平準化を図り安定した財政運営を

継続します。 

 

 

② 収支計画のうち財源についての説明 

■投資に係る財源に関する事項 

 ・下水道料金収入は令和元年度においては 38,269 千円となっていますが、今後、人口減少

に伴い令和１１年度で約１９％減の 30,917 千円と見込んでいます。 

・資本的収支の施設整備更新については、国の交付金（社会資本整備総合交付金補助率

1/2 ）と下水道事業債の活用を前提とします。 

・一般会計からの繰入金については、下水道料金の改定を含め、圧縮に努める必要があり

ます。 

 

       

 

 

 

 

 

 

事業費と財源のイメージ 

 

 

補助金（1/2）　50下水道事業債（1/2）　50

事業費100

補助対象事業 補助対象外事業（単独事業）

事業費100

下水道事業債　100
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

■職員給与費に関する事項 

・現状の特別会計負担職員１名の体制を維持し、現状と同水準を見込んでいます。 

 

■修繕費に関する事項 

・設備の状態や老朽度を見定めながら、ライフサイクルコストが低減できるよう的確に修繕

を行います。 

・現状の修繕規模をベースとしますが、物価や労務単価の上昇など、今後の経済情勢に影響

されることも考慮して、毎年１％の上昇を見込んでいます。 

 

■委託料・動力費に関する事項 

・クリーンセンター維持管理業務委託等については、現状の規模をベースとしますが、物価

や労務単価の上昇など、今後の経済情勢に影響されることも考慮して、毎年１％の上昇を

見込んでいます。 

 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

 

①今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化 

に関する事項 

・本町汚水処理の広域化・共同化の可能性を調査し、その結

果を踏まえて適用の可否を検討していきます。 

投資の平準化に関する事項 

・持続可能な下水道事業を実施していく中で、選択と集中に

より経営状況を踏まえながら、事業の優先度を見極め、投資

の平準化を図っていきます。 

民間活力の活用に関する事項 

（PPP/PFI など） 

・事業の効率化のため、包括的民間委託など、最新の動向を

調査・研究しながら効率的な経営手法を検討していきます。 

その他の取組 

・少子高齢化や人口減少により使用水量の減少が想定される

ため、老朽化により施設更新が必要となる際には、費用対効

果を見極め、処理方式の変更や処理能力のスペックダウンも

視野に、適切な施設規模となるよう検討する必要がありま

す。 
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②今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する事項 

・使用料は、下水道を使用し汚水処理の受益を受ける使用者

から下水道事業の管理運営等に要する経費として徴収するも

のです。日々の生活に不可欠なインフラである下水道を将来

にわたって持続的に運営していくためには、適切な使用料の

設定が求められます。使用料の設定には、短期的な運営コス

トのみではなく、使用者負担の期間的公平性を確保する必要

があることから、将来の施設の改良、排水施設の整備及び資

本的支出に充当されるべき資本維持費も使用料の設定に盛り

込む必要があります。使用料体系・使用料水準については、

今後の環境変化（使用者数の変化、物価変動等）に応じて適

宜見直していくことが求められます。 

資産活用による収入増加 

の取組について 

・活用できる資産がないことから、資産活用による収入増加は

見込んでいません。 

その他の取組 ・該当なし 

 

 

③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託等の民間委託、

指定管理者制度、PPP/PFI など） 

・クリーンセンターの維持管理について、これまでの運転管理

主体の委託より、さらに業務範囲を拡大する包括的民間委託等

の手法について、費用対効果や職員の技術力維持などの視点も

踏まえ、その可否を継続して検討していきます。 

職員給与費に関する事項 
・現状の体制を確保しつつ、適正な人員配置・定数の下で職員

給与費の適正化に努めていきます。 

動力費に関する事項 

・原油価格などの影響により、変動要因はありますが、必要に

応じて契約内容の見直しや、高効率・省エネルギー型機器の導

入についても検討し、動力費の抑制に努めていきます。  

薬品費に関する事項 
・不明水の減少対策に取り組むことで薬品費についても抑制に

努めていきます。 
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修繕費に関する事項 
・効率的な下水道施設の改築・修繕を実施していくことにより、

施設の長寿命化を図りながら修繕費の抑制に努めていきます。  

委託費に関する事項 
・今後の経営状況を見据えながら、必要に応じて発注手法及び

委託期間の検討を行い、委託費の抑制に努めていきます。  

その他の取組 ・該当なし 

 

 

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

経営戦略の事後検証、 

更新等に関する事項 

本経営戦略の進捗管理については、今後の予算編成への反映

を行うとともに、決算等による実施状況の評価、検証を行いま

す。また、令和５年度に予定をしている公営企業会計の適用に

あわせて計画の見直しを図ることとします。 
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1 (A) 104,321 111,604 106,640 101,281 101,347 105,348 101,347 105,217 100,702 95,260 96,656 96,189

(B) 37,557 38,269 37,889 36,319 35,642 34,962 34,270 33,592 32,926 32,261 31,582 30,917

37,557 38,269 37,889 36,319 35,642 34,962 34,270 33,592 32,926 32,261 31,582 30,917

(C)

66,764 73,334 68,751 64,962 65,705 70,386 67,077 71,625 67,776 62,999 65,074 65,272

66,082 67,422 68,190 64,401 65,144 69,825 66,516 71,064 67,215 62,438 64,513 64,711

682 5,912 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561

(D) 88,993 88,493 94,201 90,227 81,425 88,415 74,385 81,336 72,274 71,245 78,349 79,510

69,595 73,854 80,108 80,168 72,368 80,368 67,368 75,368 67,368 67,368 75,368 77,368

9,209 9,239 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510

60,386 64,615 70,598 70,658 62,858 70,858 57,858 65,858 57,858 57,858 65,858 67,858

19,398 14,639 14,093 10,059 9,057 8,047 7,017 5,968 4,906 3,877 2,981 2,142

12,997 11,993 11,021 10,059 9,057 8,047 7,017 5,968 4,906 3,877 2,981 2,142

6,401 2,646 3,072

(E) 15,328 23,110 12,439 11,054 19,922 16,933 26,962 23,881 28,428 24,014 18,306 16,680

1 (F) 42,594 37,703 40,532 46,713 58,979 52,980 43,979 47,849 33,334 27,892 29,288 28,821

2,600 2,500 9,700 15,000 10,000 5,000 5,000

34,718 33,578 33,532 33,913 33,979 33,980 33,979 33,849 33,334 27,892 25,288 23,821

5,276 4,125 4,500 3,100 10,000 9,000 5,000 9,000 4,000 5,000

(G) 61,677 60,388 56,043 57,766 78,901 69,912 70,941 71,730 61,761 51,906 47,594 45,501

5,238 5,225 20,000 10,000 10,000 10,000

(H)

56,439 55,163 56,043 57,766 58,901 59,912 60,941 61,730 61,761 51,906 47,594 45,501

(I)

R7 R8 R9 R10 R11R5 R6R4R3

(A)-(D)

(F)-(G)
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(J) 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(K)

(L) 6,401 2,646 3,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M)

(N) 2,646 3,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 2,646 3,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P)

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 37,557 38,269 37,889 36,319 35,642 34,962 34,270 33,592 32,926 32,261 31,582 30,917

(U)

(V)

(W)

(X)

66,082 67,422 68,190 64,401 65,144 69,825 66,516 71,064 67,215 62,438 64,513 64,711

66,082 67,422 68,190 64,401 65,144 69,825 66,516 71,064 67,215 62,438 64,513 64,711

34,718 33,578 33,532 33,913 33,979 33,980 33,979 33,849 33,334 27,892 25,288 23,821

34,718 33,578 33,532 33,913 33,979 33,980 33,979 33,849 33,334 27,892 25,288 23,821

100,800 101,000 101,722 98,313 99,123 103,804 100,495 104,913 100,548 90,329 89,800 88,533

R6 R7 R8 R9 R10 R11

(J)-(K)+(L)-(M)

R3 R4 R5

16
(R)

(N)-(O)

(B)-(C)

136 129113 112 139 134124 119 123 121

R4 R5

117 126

R10 R11R6 R7 R8 R9R3

16

17

22

(E)+(I)


